
 

令和７年度 フォークリフト運転技能講習等助成制度の手続きについて 

 

 会員事業者（埼玉県内事業所）の従業員が、陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支

部でのフォークリフト運転技能講習資格取得等に要した費用の一定額について助成をいたします。 

 

記 

 

１． 主な留意点 

（１） 資格取得は陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部での取得に限ります。 

（２） 埼玉県内の営業所に勤務する方とします。 

（３） 補助の対象は、会費の滞納がない会員事業者に限ります。 

（４） 補助の対象は、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃（令和２年国土交通省告示第

５７５号又は令和６年国土交通省告示第２０９号）を運輸支局に届出している事業者に限りま

す。 

 

２． 助成対象期間 

令和７年３月１日～令和８年２月２８日までに、資格取得及び費用の支払が終了するものとします。 

※令和７年３～４月に資格取得をした分は、３月以前に支払いが終了したものも助成対象とします。 

※但し、期間内であっても予算枠に達した場合は終了いたします。 

 

３． 助成額 

○１会員における助成上限は合計金額 100,000円といたします。 

○講習ごとの助成額 

フォークリフト運転技能講習  １名あたり 20,000円 

フォークリフト従事者教育    １名あたり  2,000円 

はい作業主任者技能講習   １名あたり  3,000円 

 

４． 申請方法 

１．予算取得につき、必ず事前申請書類（様式１～）をご提出ください。 

受付後、仮決定通知書を送付いたします。 

２．予算に限りがございますので、講習予約が完了しましたら、速やかに事前申請書類をご提出くだ

さい。 

３．講習修了及び支払完了後、申請書兼実績報告書（様式２～）を令和８年３月７日までにご提出く

ださい。 

※事前申請をされず予算枠に達した場合、助成金を受けることができませんので、ご注意ください。 

※申請を取下げる場合には、取下げ届（様式３）にて必ずご報告をお願いいたします。 

 

 


